






要約:地域保健法施行にあたり、各地域における先天性代謝異常、クレチン症、先天性副

腎過形成症,神経芽細胞腫マススクリーニング検査体制の変更の有無について全国調査を

行った。東京都、大阪市が未定との返事であった。この他 3県が未定ないし変更の回答で

あったが、何れも地域保健法を機会に分散している検査機関を、県の公的機関に統一しよ

うとするものであった。残りの地域は現行のままであるとの回答が得られた。スクリニン

グ検査は一般臨床検査と質的に異なり、検査技師、 関係者の交代には十分な研修が必要

であるとの認識を各地域の行政機関関係者が持っていることが明らかになった。検査機関

も内部精度管理が実施されている公的又は準公的機関で行う事が望ましいいと多くの地域

では考えられていた。 しかし、約 10%の地域において、スクリーニング検査は一般臨床

検査と同じ完成されたものであり、検査機関は何処でも実施可能であり、検査技師も、短

期間の引継で交代可能であるとの認識を持っていた。今後、 マススクリーニング事業が

より発展し、 国民の福祉の向上に役立てるためには、各地域毎にスクリーニング委員会(仮

称)を設置し、 内部・外部精度管理ばかりでなく、マススクリーニング全体の精度管理(精

度保証)を行っていく必要があると考える。


